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カナダとのＡＥＯ相互承認の実施にあたり、日本のＡＥＯ輸出者の皆様
は、カナダの税関手続で相互承認のメリットを受けることができます。

日本の輸入者の皆様が取引を行うカナダの輸出者が、PIP輸出者である場合には、
カナダのPIP輸出者が保有する12桁の相互承認用コード（参考１）、又は、カナダの
輸出者が保有する５桁のコードをその方に確認し、５桁のコードを通知された場合に
は、ルール（参考２）に従って12桁としたうえで、日本での輸入手続の際にＮＡＣＣＳ
の海外仕出人コード欄に入力して下さい。

カナダのＡＥＯ輸出者（※）と取引を行う日本の輸入者の皆様は、以下の方法
で、日本の税関手続で相互承認のメリットを受けることができます。

日カナダ間AEO相互承認の内容については、
http://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/facilitation/ka220625.htm

を参照下さい。

【参考１：カナダのPIP輸出者が保有する相互承認用コード（12桁）の体系】
“Ａ”＋英数字７桁＋国コード（ＣＡ）＋数字２桁

なお、日本のＡＥＯ輸出者の皆様は、カナダの税関手続での相互承認メリットを受
けるにあたり、特段の作業は要しません。

ご不明な点は、各税関のＡＥＯ制度担当までお問い合わせ下さい。

函館税関 電話：０１３８－４０－４２５４
東京税関 電話：０３－３５９９－６３４３
横浜税関 電話：０４５－２１２－６１２５
名古屋税関 電話：０５２－６５４－４１６９
大阪税関 電話：０６－６５７６－３３９１

神戸税関 電話：０７８－３３３－３０７１
門司税関 電話：０５０－３５３０－８３１２
長崎税関 電話：０９５－８２８－０１２６
沖縄地区税関 電話：０９８－８６２－９２９１

【参考２：５桁から12桁への変換ルール】
５桁のコードの前に“A00”を、後ろに“CA00”を挿入
（例）５桁コードが“12345”の場合 → 12桁コードは、“A0012345CA00”となる。

※ カナダのAEO制度は、PIP（Partners in Protection）といいます。


